
道路交通法の一部改正について

７５歳以上の運転者の方が一定の違反をされたとき
（信号無視・一時不停止など18の違反行為）
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運転免許証を更新されるとき
（高齢者講習の合理化・高度化）
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７０歳～７４歳の運転者の方

高齢者講習 ３時間から２時間へ短縮

※ 医師の診断の前に高齢者講習受講可能


